
 

千葉都市計画高度利用地区の変更（千葉市決定） 

都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

種  類 面  積 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

建築物の 

容積率の 

最低限度 

建築物の 

建蔽率の 

最高限度 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

備考 

高度利用地区 

（千葉中央第二地区） 
約 0.3ha 80/10 以下 30/10 以上 8/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉中央地区） 
約 1.2ha 80/10 以下 30/10 以上 8/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉新町第一地区） 
約 2.6ha 80/10 以下 30/10 以上 5/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉新町第二地区） 
約 1.4ha 75/10 以下 30/10 以上 7/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉駅西口地区） 
約 1.3ha 80/10 以下 30/10 以上 7/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（幕張新都心 

住宅地第一地区） 

約 4.2ha 40/10 以下 20/10 以上 7/10 以下 
1,000㎡以

上 
― 

高度利用地区 

（幕張新都心 

住宅地第二地区） 

約 7.2ha 40/10 以下 20/10 以上 5/10 以下 
1,000㎡以

上 
― 

高度利用地区 

（幕張新都心 

住宅地第三地区） 

約 3.3ha 40/10 以下 20/10 以上 5/10 以下 
1,000㎡以

上 
― 

高度利用地区 

（千葉駅東口第一地区） 
約 0.5ha 90/10 以下 30/10 以上 7/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉駅東口第二地区） 
約 0.1ha 60/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉駅東口第三地区） 
約 0.4ha 40/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（新千葉２・３第一地区） 
約 0.1ha 40/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（新千葉２・３第二地区） 
約 0.2ha 40/10 以下 20/10 以上 5/10 以下 200㎡以上 ― 

高度利用地区 

（千葉駅東口第四地区） 
約 0.8ha 

95/10以下 

30/10以上 5/10 以下 200㎡以上 追加 100/10以下 

(※1) 

計 約 23.6ha      

（※1）千葉駅東口第四地区における建築物の容積率の最高限度については、市長が防災機能の強化に寄

与すると認める建築物にあっては、１０分の１００を適用する。 

 ただし、建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する



 

 本地区において、歩行者空間の確保及び防災機能を強化し、土地の合理的かつ健全な高度利用において

建築物の機能更新を図るために、高度利用地区を変更する。 

建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっ

ては2/10を加えた数値とする。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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